
JP 4818485 B2 2011.11.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属板表面の一部または全部に、着色顔料を含む第１の塗膜層と、当該第１の塗膜層の
表層側に積層された光輝顔料を含む第２の塗膜層と、を含む少なくとも２層以上の被覆層
を有し、前記第１の塗膜層は、平均粒径が１００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下の微粒子を含
み、
　前記第１の塗膜層中における前記微粒子と前記バインダ樹脂との固形分体積比率は、前
記微粒子の体積をＶ１、前記バインダ樹脂の体積をＶ２とすると、Ｖ１／Ｖ２＝３０／７
０～９５／５であって、
　前記第１の塗膜層と前記第２の塗膜層との境界面の中心線平均粗さＲａが０．８μｍ以
上であることを特徴とする、プレコート金属板。
【請求項２】
　前記第１の塗膜層中には、空隙が存在することを特徴とする、請求項１に記載のプレコ
ート金属板。
【請求項３】
　前記空隙の含有率は、前記第１の塗膜層中の固形分の全体積と前記空隙の体積の合計量
に対して、３体積％以上４０体積％以下であることを特徴とする、請求項２に記載のプレ
コート金属板。
【請求項４】
　前記第１の塗膜層の表面に垂直な断面を平滑にして、１００００倍の走査型顕微鏡で写



(2) JP 4818485 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

真撮影した場合に、前記断面全体の面積に対する前記空隙が存在する部分の占める面積率
が、１％以上４０％以下であることを特徴とする、請求項２に記載のプレコート金属板。
【請求項５】
　前記微粒子は、着色顔料であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載
のプレコート金属板。
【請求項６】
　前記第１の塗膜層に含まれる前記着色顔料は、白色顔料であることを特徴とする、請求
項１～５のいずれか１項に記載のプレコート金属板。
【請求項７】
　前記白色顔料は、酸化チタンであることを特徴とする、請求項６に記載のプレコート金
属板。
【請求項８】
　前記被覆層は、前記第２の塗膜層の表層側に配置された第３の塗膜層をさらに含むこと
を特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載のプレコート金属板。
【請求項９】
　前記被覆層は、前記第１の塗膜層と前記金属板との間に配置された第４の塗膜層をさら
に含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載のプレコート金属板。
【請求項１０】
　前記金属板には、化成処理が施されていることを特徴とする、請求項１～９のいずれか
１項に記載のプレコート金属板。
【請求項１１】
　着色顔料を含む第１の塗料と光輝顔料を含む第２の塗料とを、多層同時塗布またはウェ
ットオンウェット方式により、前記第２の塗料が前記第１の塗料よりも表層側となるよう
に、金属板表面の一部または全部に塗布し、前記金属板表面に塗布された未乾燥状態の前
記第１の塗料および前記第２の塗料を同時に乾燥硬化させることにより、前記着色顔料を
含む第１の塗膜層と、前記光輝顔料を含む第２の塗膜層と、を前記第１の塗膜層と前記第
２の塗膜層との境界面の中心線平均粗さＲａが０．８μｍ以上となるように形成し、前記
第１の塗膜層中の微粒子の平均粒径が１００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下であって、前記第
１の塗膜層中における前記微粒子と前記バインダ樹脂との固形分体積比率は、前記微粒子
の体積をＶ１、前記バインダ樹脂の体積をＶ２とすると、Ｖ１／Ｖ２＝３０／７０～９５
／５であることを特徴とする、プレコート金属板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家電用、建材用、土木用、機械用、自動車用、家具用、容器用等に主に用い
られ、塗装後に成形加工することを前提として予め塗料を塗装したプレコート金属板およ
びその製造方法に関し、特に、意匠性に優れたプレコート金属板およびその製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、家電用、建材用、土木用、機械用、自動車用、家具用、容器用等に用いる金属材
として、金属材の加工後に塗装されていたポスト塗装製品に代わって、着色した塗膜を被
覆したプレコート金属板が広く使用されるようになってきている。プレコート金属板は、
一般的には金属板表面に化成処理を施した上に塗料を塗装したもので、塗料を塗装した状
態で切断し、プレス成形されて使用されることが一般的である。このようなプレコート金
属板を用いることでユーザにより行われる塗装工程を省略でき、生産性の向上やコストダ
ウンに寄与するため、近年では産業界でのプレコート金属板の使用が増加している。
【０００３】
　他方、最近では、家電や自動車分野等を中心に、光輝感や深み感に優れた意匠外観（以
下、「高意匠性外観」と称する場合がある。）を有する塗装に対するニーズが高まってき
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ている。このような高意匠性外観を有する塗装は、通常、スプレー塗装で行われている。
高意匠性外観を有する塗装においては、メタリック、マイカ、パール、ガラスなどの様々
な種類の光輝顔料を含む塗料を重ね塗りしたり、厚膜塗装したりすることで、光輝感や深
み感を向上させている。
【０００４】
　以上のように、最近では、これまで以上の光輝感や深み感のある高意匠性外観を有し、
かつ、生産性の高いプレコート金属板に対する要望が高まってきている。
【０００５】
　プレコート鋼板において高意匠性外観を発現させる技術として、例えば、特許文献１に
は、金属板上に５～８０μｍの有機樹脂微粒子と着色顔料を含有する着色ベース塗膜とク
リヤー塗膜をウェットオンウェットで塗装し、高輝感と立体意匠感を有する塗膜を形成す
る技術が開示されている。また、例えば、特許文献２には、金属板上に５～８０μｍの有
機樹脂微粒子と着色顔料を含有する着色ベース塗膜と高輝顔料を含むクリヤー塗膜をウェ
ットオンウェットで塗装し、高輝感と立体意匠感を有する塗膜を形成する技術が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－１９５８４号公報
【特許文献２】特開平１１－１９５８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、着色ベース塗膜中に有機樹脂微粒子と着色顔料とを添加する特許文献１
及び特許文献２の技術では、有機樹脂微粒子の添加量を増加させると、塗膜表面の凹凸が
増すために立体感は増すが、着色顔料を多く添加できなくなるために隠蔽性が劣り深み感
がなくなってしまう。一方、着色顔料の添加量を増加させると、隠蔽性が増すために深み
感は増すが、有機樹脂微粒子を多く添加できなくなるために立体感がなくなってしまう。
すなわち、特許文献１及び特許文献２の技術のいずれを用いても、立体感と深み感とを兼
ね備える高意匠性外観を有するプレコート金属板を提供することは困難である、という問
題があった。
【０００８】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、立体感と深み感とを兼ね備
えるとともに、これまで以上に光輝感、立体感、深み感等を有する意匠性に優れたプレコ
ート金属板及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、樹脂塗膜中に最密充填となる
量を超える量（微粒子の形状によっても異なるが、一般におよそ２０～３０体積％が最密
充填となる）の顔料など微粒子を添加した塗料と、光輝顔料を含む塗料とを塗料の粘度等
の塗料物性を制御して多層同時塗布またはウェットオンウェット方式により基材に塗装す
ると、両塗料により形成された塗膜間の境界面の中心線平均粗さ（Ｒａ）が大きくなり、
これにより、光輝感および深み感を有し、さらには立体感をも有するプレコート金属板が
得られることを見出した。また、微粒子を含む塗膜中に空隙を所定量設けることにより、
十分な隠蔽性を有し、且つ、プレコート金属板の意匠感がさらに増すことを見出した。特
に本願発明の技術はプレコート金属板に被覆された塗膜が白色系であるときに効果を発揮
する。
【００１０】
　一般に隠蔽性とは、着色した塗膜層を被覆した時に原板の色を光学的に隠す特性であり
、隠しきれずに、原板の色が透けて見える場合は隠蔽性が劣ることになる。一般に、塗膜
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表層に入射した可視光が塗膜底面の原板まで到達し、これに反射し、更にこの反射光が塗
膜表層から塗膜の外へ抜け出たときに、原板の色が透けて見える。原板に反射した可視光
が塗膜外へ抜け出す量が多い場合に、隠蔽性が低くなる。隠蔽性を高めるためには、塗膜
表層から入射した可視光を原板に達する前に塗膜外へ放出する必要がある。一般には塗膜
中に顔料などの微粒子を添加し、これに塗膜表層から入射した可視光を反射させて塗膜外
へ放出することで塗膜の隠蔽性を確保している。塗膜の隠蔽性は塗膜中の顔料濃度に依存
しており、顔料濃度を高めると高まるが、極大点を有し、ある一定の顔料濃度を超えると
隠蔽性は低くなることが知られている。「色材ハンドブック」社団法人色材協会編集、昭
和４２年５月２５日発行、株式会社朝倉書店には、顔料体積濃度で２０～３０％付近で隠
蔽性が極大点となることが記載されている。塗膜中に顔料などの微粒子が添加されている
と、バインダー樹脂と微粒子との界面屈折率差により光が反射する。顔料濃度が多いとこ
の界面屈折率差による反射界面が多くなり、塗膜表層から入射した多くの光が原板に達す
る前に反射して塗膜外に放出されるため、隠蔽性が高まる。しかし、塗膜中に含まれる顔
料の濃度が更に高まると粒子同士の間隔が狭まり、この間隔が光の波長の１／２程度以下
になると顔料表面（顔料とバインダー樹脂との界面）における散乱効率が低下してくるた
め、隠蔽性が低下すると一般に言われている。そのため、塗膜に高隠蔽性を付与するため
には顔料体積濃度で２０～３０％とすることが一般的である。例えば、微粒子がアナター
ゼ型酸化チタンで、バインダー樹脂の比重を１．２、アナターゼ型酸化チタンの比重を４
．２とした場合、顔料体積濃度２０～３０％は顔料質量濃度に換算すると４６．７～６０
％となり、バインダー樹脂１００質量部に対してアナターゼ型酸化チタン顔料が８７．６
～１５０質量部に相当する。
【００１１】
　塗膜中に最密充填となる量を超える量の微粒子を添加した塗料を乾燥硬化させると、塗
膜中のバインダー樹脂分量が微粒子同士の隙間を埋めるのに必要な量より少なくなってし
まうため、塗膜中の微粒子同士の隙間に空隙が発生する。空隙が発生するとこの空隙に接
する樹脂や顔料との間に別の界面（樹脂と空隙との界面、顔料と空隙との界面）が発生す
るため、光散乱度が高まり、隠蔽性も高まることを発明者らは知見した。また、この微粒
子を添加した塗料と、光輝顔料を含む塗料とを前者を基材側、後者を表層側になるように
して多層同時塗布またはウェットオンウェット方式により塗装し同時に乾燥硬化させると
、乾燥硬化工程において微粒子を添加した塗料中の微粒子が、光輝顔料を含む塗料層へ拡
散し、これがドライビングフォースとなって両塗膜の界面が大きく乱れて界面Ｒａが大き
くなることを発見した。更にはプレコート金属板の皮膜層をこの様な構成とすることで、
十分な隠蔽性を有し、且つ、光輝感および深み感が発現することを見出した。この理由を
以下に記述する。（１）塗膜表面に入射した可視光が表層側の塗膜中に含まれる光輝顔料
で反射して、一部が散乱光として塗膜表層から塗膜外へ抜け出す。（２）前記（１）で光
輝顔料にぶつからなかった光は、この下の塗膜層とのＲａの大きな界面で拡散反射する。
（３）前記（２）で拡散反射した散乱光が再度、光輝顔料に反射するため更に光が拡散す
る。（４）前記（２）にて塗膜間界面で反射せずに透過して下層側の塗膜へ入射した光は
、下層側の塗膜中に含まれる数多くの顔料／バインダー樹脂界面、顔料／空隙界面、バイ
ンダー樹脂／空隙界面で乱反射を繰り返えす。（５）前記（４）で乱反射を繰り返した可
視光は原板に到達する前に下層塗膜から表層塗膜へ抜けだし、表層塗膜中の光輝顔料に再
度反射し、これらを繰り返しながら塗膜表層から抜け出す。（６）塗膜表層に入射した光
は前記（１）～（５）の過程で拡散反射を繰り返し、反射するごとに光散乱度が増し、こ
れら散乱した光が最終的に原板に達すること無く表層から塗膜外へ抜け出す光と混在して
人の目には見えるため、人の目にはプレコート金属板塗膜がより輝いて見える。（７）前
記（６）に加えて、前記（１）の過程で入射してから直ちに表層へ抜け出す光と、前記（
２）～（５）の様々な過程を経て繰り返し反射するために時間を掛けて表層から塗膜外へ
抜け出す光とが混在するため、人の目にはプレコート金属板塗膜が高い深み感となって見
える。
　本発明は、このような知見に基づいて完成されたものである。
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【００１２】
　すなわち、本発明によれば、金属板表面の一部または全部に、着色顔料を含む第１の塗
膜層と、当該第１の塗膜層の表層側に積層された光輝顔料を含む第２の塗膜層と、を含む
少なくとも２層以上の被覆層を有し、前記第１の塗膜層と前記第２の塗膜層との境界面の
中心線平均粗さＲａが０．８μｍ以上であるプレコート金属板が提供される。
【００１３】
　前記第１の塗膜層は、平均粒径が１００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下の微粒子を含み、前
記第１の塗膜層中における前記微粒子と前記バインダ樹脂との固形分体積比率は、前記微
粒子の体積をＶ１、前記バインダ樹脂の体積をＶ２とすると、Ｖ１／Ｖ２＝３０／７０～
９５／５であることが必要である。
【００１４】
　前記第１の塗膜層中には、空隙が存在することが好ましい。
【００１５】
　前記空隙の含有率は、前記第１の塗膜層中の固形分の全体積と前記空隙の体積の合計量
に対して、３体積％以上４０体積％以下であることが好ましい。
【００１６】
　また、前記第１の塗膜層の表面に垂直な断面を平滑にして、１００００倍の走査型顕微
鏡で写真撮影した場合に、前記断面全体の面積に対する前記空隙が存在する部分の占める
面積率が、１％以上４０％以下であることが好ましい。
【００１７】
　前記微粒子は、着色顔料であることが好ましい。
【００１８】
　前記着色顔料としては、例えば、白色顔料が挙げられる。
【００１９】
　前記白色顔料としては、例えば、酸化チタンが挙げられる。
【００２０】
　前記被覆層は、前記第２の塗膜層の表層側に配置された第３の塗膜層をさらに含んでい
てもよい。
【００２１】
　また、前記被覆層は、前記第１の塗膜層と前記金属板との間に配置された第４の塗膜層
をさらに含んでいてもよい。
【００２２】
　前記金属板には、化成処理が施されていてもよい。
【００２３】
　また、本発明によれば、着色顔料を含む第１の塗料と光輝顔料を含む第２の塗料とを、
多層同時塗布またはウェットオンウェット方式により、前記第２の塗料が前記第１の塗料
よりも表層側となるように、金属板表面の一部または全部に塗布し、前記金属板表面に塗
布された未乾燥状態の前記第１の塗料および前記第２の塗料を同時に乾燥硬化させること
により、前記着色顔料を含む第１の塗膜層と、前記光輝顔料を含む第２の塗膜層と、を前
記第１の塗膜層と前記第２の塗膜層との境界面の中心線平均粗さＲａが０．８μｍ以上と
なるように形成するプレコート金属板の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、立体感と深み感とを兼ね備えるとともに、これまで以上に光輝感、立
体感、深み感等を有する意匠性に優れたプレコート金属板及びその製造方法を提供するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】塗膜境界面の凹凸の状態の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
【００２７】
＜プレコート金属板の構成＞
　まず、本発明の一実施形態に係るプレコート金属板の構成について詳細に説明する。
【００２８】
　本実施形態に係るプレコート金属板は、塗装後の加工が可能な金属板であって、基材と
なる金属材の表面の一部または全部に、少なくとも２層の被覆層を有している。この被覆
層は、具体的には、着色顔料を含む第１の塗膜層（以下、「着色塗膜層」と称する。）と
、第１の塗膜層の表層側に積層された光輝顔料を含む第２の塗膜層（以下、「意匠性塗膜
層」と称する。）と、を少なくとも含む２層以上の積層構造を有している。また、本実施
形態に係るプレコート金属板は、被覆層として、意匠性塗膜層のさらに表層側に積層され
た第３の塗膜層（以下、「クリヤー塗膜層」と称する。）をさらに有していてもよく、ま
た、着色塗膜層の内層側（すなわち、金属板と着色塗膜層との間）に、第４の塗膜層（以
下、「プライマー塗膜層」と称する。）をさらに有していてもよい。
【００２９】
［着色塗膜層と意匠性塗膜層との界面の粗さについて］
　本実施形態に係るプレコート金属板では、着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面の中心
線平均粗さＲａが０．８μｍ以上であることが必要である。このように、着色塗膜層と意
匠性塗膜層との境界面のＲａを大きくすることにより、プレコート金属板が十分な光輝感
および深み感を有し、さらには立体感をも有するため、プレコート金属板の意匠性を顕著
に向上させることができる。着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａが０．８μｍ未
満であると、上記の意匠性の向上効果を十分に得ることができない。Ｒａが１．０μｍ以
上であると上記の意匠性が更に向上するため、より好適である。
【００３０】
（境界面のＲａの制御方法）
　着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａは、着色塗膜層および意匠性塗膜層の塗布
方法、着色塗膜層中の微粒子（顔料など）の濃度、着色塗膜層および意匠性塗膜層形成用
の塗料の低シェアでの粘度や表面張力等により、制御することができる。例えば、着色塗
膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａを０．８μｍ以上としたプレコート金属板は、着色
塗膜層と意匠性塗膜層の２層を積層する際に、表面張力を制御した着色塗膜層用の塗料（
以下、「着色塗料」と称する。）と意匠性塗膜層用塗料（以下、「意匠性塗料」と称する
。）を、乾燥および焼付け硬化させる前の未乾燥の状態で２層に積層し、積層した未乾燥
状態の着色塗料および意匠性塗料を同時に乾燥および焼付け硬化させることにより得られ
る。
【００３１】
　各塗料の表面張力は、レベリング剤や消泡剤など、一般に界面活性剤と呼ばれる添加剤
を塗料に所定量添加することによって調整することができるが、塗料中の溶剤の種類を変
えることによっても調整することもできる。着色塗料と意匠性塗料との表面張力差を小さ
くすると、形成される着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａは大きくなる傾向であ
る。ただし、表層側に塗装される意匠性塗料の表面張力よりも内層側に塗装される着色塗
料の表面張力の方が小さくなると、下層の塗膜が上層側へ、上層の塗膜が下層側へ移動し
ようとするため、部分的に下層塗膜が盛り上がり表層に突き出る、もしくは、上層塗膜が
薄くなり盛り上がった下層塗膜が透けて見える現像、いわゆる両層の混層と呼ばれる塗装
欠陥が発生しやすい。そのため、意匠性塗料の表面張力より着色塗料の表面張力の方を大
きくすることが好ましい。着色塗料と意匠性塗料との表面張力差は、各塗膜層の樹脂種や
溶剤種の違いによって好適な値が異なるため、一概に規定することはできず、塗料ごとに
事前に調査して最適値を決める必要がある。本発明者らの知見では、１０．０ｍＮ／ｍ≧
（［着色塗料の表面張力］－［意匠性塗料の表面張力］）≧０ｍＮ／ｍであると好適であ
る。（［着色塗料の表面張力］－［意匠性塗料の表面張力］）の値が１０．０ｍＮ／ｍ超
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では、境界面のＲａが０．８μｍ未満となる傾向であり、０ｍＮ／ｍ未満では、着色塗膜
層の成分と意匠性塗膜層の成分とが混ざり合ってしまい、プレコート金属板の外観の意匠
性に劣る傾向が見られた。（［着色塗料の表面張力］－［意匠性塗料の表面張力］）の値
は、好ましくは０．５～１０ｍＮ／ｍである。
【００３２】
　着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａを０．８μｍ以上とするための最も効果的
な方法としては、例えば、着色塗膜層に粒径１００ｎｍ～２０００ｎｍの微粒子を乾燥後
の塗膜中のバインダ樹脂の体積に対して最密充填以上となるように添加し、この着色塗料
と意匠性塗料とを未乾燥の状態で積層し、積層した状態で同時に乾燥・硬化させる方法が
挙げられる。着色塗膜層中に最密充填以上の着色顔料等の微粒子を添加し、意匠性塗膜層
と未乾燥状態で積層することで、塗膜層間に微粒子の濃度勾配が発生し、着色塗膜層中の
微粒子が意匠性塗膜層側へ拡散しようとする働きが生じる。さらに、乾燥・硬化工程で熱
が加わるため、この熱がドライビングフォースとなって微粒子が拡散しようとする働きが
顕著になる。他方、乾燥・硬化工程で熱を加えると塗膜を形成する樹脂の架橋反応が起こ
るため、微粒子の層間拡散の動きを抑制する働きが生じる。そのため、着色塗膜層と意匠
性塗膜層との境界面が粗れた状態となり、Ｒａが大きくなる。
【００３３】
　ここでいう「微粒子を乾燥後の塗膜中のバインダ樹脂の体積に対して最密充填以上とな
るように添加」とは、塗膜中に最密充填された顔料等の微粒子間の空隙の体積が、乾燥後
の塗膜中のバインダ樹脂の体積よりも大きい」ということを意味している。従って、本実
施形態では、塗膜中に存在する微粒子間の空隙の全てがバインダ樹脂により充填されない
ため、塗膜中に空隙が存在することとなる。
【００３４】
　着色塗膜層中に微粒子を混入させて着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａを制御
することは、各塗料の粘度や、各塗料中に添加した架橋剤の反応速度を制御することによ
っても可能である。各塗料の粘度が低いと、着色塗料中の微粒子が意匠性塗料中へ拡散し
やすくなり、着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａが大きくなる傾向となる。本発
明者らの知見によると、乾燥・硬化後に塗膜中で最密充填以上となるような濃度で微粒子
（着色顔料など）を添加した塗料は、一般に濃厚分散系塗料と呼ばれる非ニュートン流体
となり、回転粘度計で粘度を測定した際に、低回転では粘度が高く、高回転では粘度が低
くなる、いわゆるシェアシニング特性を持つ塗料となる。このような塗料を基材に塗装す
るときの塗装作業性には、高回転での粘度が大きく影響する一方で、塗装した後の乾燥・
焼付け硬化工程での塗料の膜内流動には低回転での粘度が大きく影響することとなる。従
って、着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａの制御には、低シェアでの塗料粘度を
調整することが重要となる。具体的には、本実施形態では、回転粘度計による着色塗料の
回転数５ｒｐｍでの粘度が、５００ｍＰａ以上４０００ｍＰａ以下であることが好ましい
。回転粘度計による着色塗料の回転数５ｒｐｍでの粘度が４０００ｍＰａ超では、境界面
のＲａが０．８μｍ未満となるおそれがあり、５００ｍＰａ未満では、着色塗料中の着色
顔料が意匠性塗料中へ、意匠性塗料中の光輝顔料が着色塗料中へ拡散しやすくなり、両層
の界面が見えなくなり、両層とも光輝顔料と着色顔料を含む同一層のようになってしまい
、プレコート金属板の外観の意匠性が十分でないおそれがある。回転粘度計による着色塗
料の回転数５ｒｐｍでの粘度は、好ましくは７００～４０００ｍＰａ、より好ましくは７
００～１０００ｍＰａである。
【００３５】
　塗料粘度は、塗料中の溶剤量および塗料の保管条件（保管温度および保管期間）を変更
することにより調整することができる。塗料の保管条件としては、保管温度が高いほど、
また、保管期間が長いほど、塗料中の顔料の分散が進み、チキソトロピー性が低くなるた
め、低シェアでの塗料粘度が小さくなる。さらに、分散剤や構造粘性付与剤等の添加剤を
塗料中に添加することによっても、塗料粘度を調整することができる。
【００３６】
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　次に、着色塗膜層、意匠性塗膜層、クリヤー塗膜層、プライマー塗膜層の順に、各塗膜
層の構成について詳細に説明する。
【００３７】
［着色塗膜層］
（概要）
　本実施形態に係る着色塗膜層は、着色顔料とバインダ樹脂とを必須成分として含有する
塗膜層であり、意匠性塗膜層よりも内層側、すなわち、基材である金属材により近い側に
位置する。ただし、被覆層が、着色塗膜層および意匠性塗膜層に加えて、クリヤー塗膜層
とプライマー塗膜層のうちのいずれか一方または双方を含む３層または４層構造である場
合には、着色塗膜層は、プライマー塗膜層と意匠性塗膜層とに接して挟まれた部分に位置
する層とする。また、被覆層が、着色塗膜層、意匠性塗膜層、クリヤー塗膜層、プライマ
ー塗膜層以外の他の層を含む場合には、意匠性塗膜層とプライマー塗膜層との間に位置し
、かつ、着色顔料を含有する全ての層を着色塗膜層とする。
【００３８】
（着色顔料）
　着色塗膜層中に含有される着色顔料としては、着色された有機微粒子を用いても良いし
、一般に公知の無機着色顔料を用いてもよい。有機微粒子としては、例えば、着色された
アクリル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリウレタン系樹脂等の微粒子を使用することが
できる。無機着色顔料としては、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、アルミナ、硫酸バリウ
ム、炭酸カルシウム等の白色顔料や、亜酸化銅、モリブデートオレンジ、黄色酸化鉄、鉄
黒、べんがら、紺青、群青などを使用することができる。着色顔料が白色顔料、特に白色
度の高い酸化チタンであると、白色度が高く光輝感や深み感のある意匠性に優れた白色の
プレコート金属板が得られるため、より好適である。光輝感や深み感のある白色の意匠性
に優れた塗装外観は、近年の流行でもあり、従来はスプレーによる後塗装（ポストコート
）でしか実現できなかった塗装外観である。そのため、このような塗装外観がプレコート
金属板で達成できると、生産性が格段に向上するため好ましい。
【００３９】
　なお、酸化チタンには、ルチル型酸化チタンとアナターゼ型酸化チタンがあるが、アナ
ターゼ型酸化チタンは、光触媒性が高い。したがって、アナターゼ型酸化チタンを含む塗
膜層は、外部から光を受けた際に、バインダ樹脂が分解してしまう可能性があるため、本
実施形態では、酸化チタンとして、ルチル型酸化チタンを使用する方が好ましい。ルチル
型酸化チタンとしては、市販のものを使用しても良く、例えば、石原産業社製「タイペー
ク（登録商標）」シリーズ、富士チタン社製「ＴＡ」シリーズ、テイカ社製「ＴＩＴＡＮ
ＩＸ（登録商標）」シリーズ等を使用することができる。さらに、本実施形態で使用する
酸化チタン粒子は、酸化チタンの粒子単体であっても、あるいは、酸化チタンに、シリカ
、アルミナ、ジルコニア、酸化亜鉛、酸化アンチモン、各種有機物等でコーティングを施
したものであっても良い。酸化チタンのコーティングに用いる有機物としては、特に限定
されるものではないが、例えば、ペンタエリトリット、トリメチロールプロパンなどのポ
リオール系化合物、トリエターノールアミン、トリメチロールアミンの有機酸塩などのア
ルカノールアミン系化合物、シリコン樹脂、アルキルクロロシランなどのシリコン系化合
物などが挙げられる。
【００４０】
（微粒子）
　本実施形態に係る着色塗膜層は、平均粒径が１００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下の微粒子
を含んでいることが必要である。着色塗膜層中に前記粒径の微粒子が含まれていることに
より、優れた意匠性を有する塗装外観を得ることができる。本実施形態に係る微粒子の粒
径が１００ｎｍ未満では、着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａが０．８μｍ未満
となり、立体感や深み感などが貧弱となり、意匠性が劣るおそれがある。一方、微粒子の
粒径が２０００ｎｍ超では、微粒子間に存在する隙間（空隙）の体積が大きくなりすぎて
、乾燥・焼付け硬化時に、意匠性塗膜層を形成するためのバインダ樹脂が着色塗膜層中へ
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拡散し、着色塗膜層中の微粒子間の空隙部分に入り込みやすくなる。そのため、意匠性塗
膜層と着色塗膜層とが混ざり合ったような状態となるので、両層の明確な境界面が存在し
なくなり、外観の意匠性が低下するおそれがある。微粒子の粒径は、２００～１０００ｎ
ｍとする必要があり、好ましくは２５０～３００ｎｍである。
【００４１】
　本実施形態における微粒子の平均粒径とは、塗膜の任意の５つの部分を電子顕微鏡によ
り１０，０００倍で観察し、各部分について視野中に映し出される微粒子のうち、粒径の
小さい方から数で２０％に当たる分と粒径の大きい方から数で５％に当たる分の粒子を除
いた残りの微粒子の粒径の相加平均値を求め、得られた５つの値を平均したものである。
【００４２】
　着色塗膜層中における前述した微粒子とバインダ樹脂（詳細は後述する）との比率は、
微粒子の体積をＶ１、バインダ樹脂の体積をＶ２とすると、固形分体積比でＶ１／Ｖ２＝
３０／７０～９５／５であることが必要である。Ｖ１／Ｖ２が３０／７０未満では、着色
塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａが０．８未満となるおそれがあり、Ｖ１／Ｖ２が
９５／５を超えると、着色塗膜層の皮膜が脆くなり、加工密着性に劣るおそれがある。着
色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面のＲａをより確実に０．８以上とするという観点から
は、Ｖ１／Ｖ２が３５／６５以上であることが好ましく、塗膜層の皮膜を柔軟にし、加工
密着性をより向上させるという観点からは、Ｖ１／Ｖ２が５０／５０以下であることが好
ましい。
【００４３】
　ここでいう「固形分体積」とは、着色塗膜層における塗膜中の樹脂（バインダ）成分と
顔料成分および微粒子成分を含む固形分の体積のことを意味し、塗膜の全体積から塗膜中
に存在する空隙が占める体積を除いたものである。
【００４４】
　本実施形態における着色塗膜層中の固形分体積比は、塗装に用いた塗料の組成と同一で
あり、塗料中に添加した顔料および微粒子とバインダ樹脂との比率を用いて算出すること
ができる。なお、微粒子が無機顔料の場合には、以下のような方法によっても、着色塗膜
層中の固形分体積比を求めることができる。
【００４５】
　まず、試料から測定対象となる着色塗膜層を削り取り、削り取った塗膜の質量Ｍ１を測
定する。次に、削り取った塗膜を５００℃で１時間加熱し、樹脂成分を分解させる。分解
せずに残った部分を微粒子と考えることができるので、その残部の質量Ｍ２を測定する。
微粒子の密度をρ１とすると、微粒子の体積Ｖ１は、Ｖ１＝Ｍ２／ρ１、また、樹脂の密
度をρ２とすると、樹脂の体積Ｖ２を、Ｖ２＝（Ｍ１－Ｍ２）／ρ２として求めることが
できる。このようにして求めた微粒子の体積Ｖ１、バインダ樹脂の体積Ｖ２から、固形分
体積比Ｖ１／Ｖ２を求めることができる。
【００４６】
　本実施形態に係る着色塗膜層に含まれる粒径１００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下の微粒子
としては、特に限定されるものではなく、一般に公知の無機顔料、樹脂ビーズなどを使用
することができる。このとき、本実施形態に係る微粒子が着色顔料であると、光輝感や深
み感等の意匠性を得るのに有利であるため好適である。本実施形態に係る微粒子として、
ともに粒径が１００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下の透明な微粒子と着色顔料とを併用しても
良い。しかし、透明な微粒子と着色顔料の合計の添加量が多過ぎると塗膜が脆くなりやす
い。そのため、加工密着性を確保するために、微粒子や着色顔料の添加量が制限されるの
で、塗装外観の意匠性が損ねられてしまう可能性がある。このような観点から、着色塗膜
層に含まれる微粒子の全てが着色顔料であることが好ましい。微粒子として使用する着色
顔料としては、前述した着色顔料の例と同様であり、着色された有機微粒子や、一般に公
知の無機着色顔料を用いることができる。微粒子は白色顔料、特に白色度の高い酸化チタ
ンであることがより好ましい。
【００４７】
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（塗膜中の空隙）
　本実施形態に係る着色塗膜層中に空隙が存在すると、立体感や塗膜の深み感等が発現さ
れて、意匠性がさらに向上するため、より好ましい。着色塗膜層中に空隙を存在させるよ
うにするためには、乾燥・硬化後の塗膜中に、粒径１００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下の微
粒子が最密充填以上となるように存在するように、微粒子を高濃度で含有させればよい。
微粒子を着色塗膜層中に高濃度で含有させることにより、微粒子間に形成された空隙の体
積がバインダ樹脂の体積よりも大きくなる。そのため、顔料が最密充填未満となる濃度で
含まれているような塗膜とは異なり、バインダ樹脂が存在しない部分を空隙として着色塗
膜層中に存在させることができる。
【００４８】
　具体的には、前述したように、着色塗膜層中における粒径が１００ｎｍ以上２０００ｎ
ｍ以下の微粒子とバインダ樹脂との固形分体積比Ｖ１／Ｖ２が３０／７０～９５／５とな
るように、微粒子を着色塗料に添加することにより、着色塗膜層中に空隙を設けることが
できる。
【００４９】
　着色塗膜層中の空隙の含有率（以下、「空隙率」あるいは「空隙体積率」と称する。）
は、着色塗膜層中の固形分（塗膜成分）の全体積と空隙の体積の合計量に対して、３体積
％以上４０体積％以下であると、意匠性が向上するため好ましい。空隙率が３体積％未満
であると、立体感や塗膜の深み感等の意匠性が低下するおそれがあり、一方、空隙率が４
０体積％を超えると、塗膜が脆くなり、加工性が大きく低下するおそれがある。好ましい
空隙体積率は２５％以上３５％未満である。
【００５０】
　着色塗膜層中の空隙率は、着色塗膜層中の微粒子の粒子径と添加量を調整することによ
り制御することができる。具体的には、微粒子の粒径が２０００ｎｍ超では、塗膜表面に
凹凸を有する外観となり外観不良となったり、空隙率が大きすぎて加工性に劣るおそれが
ある。一方、微粒子の粒径が１００ｎｍ未満では、空隙率が小さくなりすぎて意匠性に劣
るおそれがある。また、微粒子とバインダ樹脂との固形分体積比Ｖ１／Ｖ２が３０／７０
未満では、空隙率が小さくなり意匠性に劣るおそれがあり、Ｖ１／Ｖ２が９５／５超では
、空隙率が大きすぎて皮膜が脆くなり、加工密着性に劣るおそれがある。
【００５１】
　着色塗膜層中の空隙率の制御は、微粒子の粒子径と添加量を調整する以外にも、例えば
、着色塗膜層を形成するための塗料の分散状態を調整することによっても制御することが
できる。具体的には、塗料中における顔料の分散状態が良好であるほど（均一であるほど
）、顔料にバインダ樹脂が吸着して効率的に顔料粒子間の空隙を埋めるため、空隙率が小
さくなる。従って、より高い意匠性を得るためには、塗工性や塗料の安定性に問題の無い
範囲で最低限の分散状態に留める（塗工性や塗料の安定性に問題がない範囲で可能な限り
不均一にする）ことが好ましい。
【００５２】
　着色塗膜層中の空隙率（体積比率）は、電磁膜厚計または塗膜垂直断面からの顕微鏡観
察によって得られた着色塗膜層の実膜厚から算出した単位面積当たりの付着体積量（以下
、「単位面積当たりの実付着体積量」と称する。）と、プレコート金属板より単位面積当
たりの着色塗膜層のみを切り出して秤量して得られた付着質量から着色塗膜層の平均の乾
燥塗膜比重を用いて算出した体積量（以下、「単位面積当たりの塗膜成分体積量」と称す
る。）から、［空隙率］＝（［単位面積当たりの付着体積量］－［単位面積当たりの塗膜
成分体積量］）×１００／［単位面積当たりの付着体積量］の式によって算出することが
できる。着色塗膜層の任意の５箇所について算出した値を平均して、着色塗膜層中の空隙
率とする。着色塗膜層の乾燥塗膜比重としては、着色塗膜層中に含まれる各成分の添加量
と各成分の比重から算出した計算比重を用いることができる。
【００５３】
　また、着色塗膜層中に存在する空隙率は、着色塗膜層の表面に垂直な断面を平滑にして
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、１００００倍の走査型顕微鏡で写真を撮影した場合に、断面全体面積に対する空隙が存
在する部分の占める面積率（以下、「空隙面積率」と称する。）によっても確認すること
ができる。着色塗膜層中に存在する空隙率を空隙面積率で表した場合には、任意の５箇所
について撮影した断面写真の１０μｍ×１０μｍの任意の視野から求めた平均の面積空隙
率が１％以上４０％以下であることが好ましい。空隙面積率が１％未満では、立体感や塗
膜の深み感等の意匠性が低下するおそれがあり、一方、空隙面積率が４０％を超えると、
塗膜が脆くなり、加工性が大きく低下するおそれがある。好ましい面積空隙率は２０％以
上３５％未満である。
【００５４】
（バインダ樹脂）
　本実施形態に係る着色塗膜層に使用するバインダ樹脂としては、特に限定されず、一般
に使用されているバインダ樹脂、例えば、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹
脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂等を用いることができる。ただし、本実
施形態に係る着色塗膜層には、必要に応じて最密充填以上となる量の微粒子を添加するた
め、塗膜が脆くなりやすいことから、着色塗膜層に使用するバインダ樹脂としては、加工
性や密着性に優れる樹脂を使用することが好ましい。具体的には、着色塗膜層に使用する
バインダ樹脂として、例えば、ガラス転移温度が０℃～４０℃、数平均分子量が１０００
０～３００００、水酸基価が１０ＫＯＨｍｇ／ｇ未満のポリエステル樹脂（以下、「高分
子量のポリエステル樹脂」と称する。）を用いると、加工性が向上するため好ましい。
【００５５】
　上記のような高分子量のポリエステル樹脂の添加量については、バインダ樹脂全体に対
する高分子量のポリエステル樹脂の濃度が１４質量％以上であれば、沸きを発生させずに
厚膜の塗装が可能となり、塗装性と加工性の両立が可能となる。そのため、バインダ樹脂
全体に対する高分子量のポリエステル樹脂の濃度を１４質量％以上とすることが好ましい
。
【００５６】
　また、上記高分子量のポリエステル樹脂に加えて、数平均分子量が１０００～７０００
、水酸基価１５ＫＯＨｍｇ／ｇ以上の多官能性の樹脂（以下、「低分子量の多官能性樹脂
」と称する。）を添加することで、着色顔料どうしの密着性を高めることができるため、
より好適である。これは、高分子量のポリエステル樹脂単独では、着色塗膜層中に高濃度
で存在する顔料粒子の間隙（空隙）に樹脂が十分に入り込むことができず、バインダとし
ての機能が不十分となるために加工性がやや低下する可能性があるが、高分子量のポリエ
ステル樹脂と低分子量の多官能性樹脂とを組み合わせて使用することにより、低分子量の
多官能性樹脂が、高分子量のポリエステル樹脂が入り込むことのできない顔料粒子と顔料
粒子との間にまで入りこみ、顔料と顔料、あるいは、顔料と高分子量のポリエステル樹脂
とのバインダとして機能し、被覆層全体の強度および密着性が向上するために、優れた加
工性が得られるものと考えられるためである。また、低分子量の多官能性樹脂の水酸基価
が高いほど、より多くの架橋点を有することとなり、より高い皮膜の密着性が得られる。
なお、本実施形態における多官能基は水酸基であるが、多官能性樹脂としては。数平均分
子量が１０００～７０００、水酸基価１５ＫＯＨｍｇ／ｇ以上の樹脂であれば特に限定は
されず、一般に公知の樹脂、例えば、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、
エポキシ樹脂などを用いることができる。
【００５７】
　上記の高分子量のポリエステル樹脂や低分子量の多官能性樹脂のようなバインダ樹脂と
しては、市販のものを用いても良い。具体的には、高分子量のポリエステル樹脂としては
、例えば、東洋紡社製のポリエステル樹脂である「バイロン（登録商標）３００」等を使
用でき、低分子量の多官能性樹脂としては、例えば、東洋紡社製のポリエステル樹脂であ
る「バイロン（登録商標）ＧＫ６８０」等を使用できる。さらに、これらのバインダ樹脂
には、硬化剤としてメラミン樹脂やイソシアネートなどの一般に公知の硬化剤を添加する
とより好ましい。硬化剤の添加量は、バインダ樹脂の総量１００質量部に対して５質量部
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～３０質量部であると、加工性および密着性を担保できるため好適である。これら硬化剤
としては、市販のものを用いても良く、例えば、三井サイテック社製のメラミン樹脂「サ
イメル（登録商標）３０３」等を使用できる。
【００５８】
　高分子量のポリエステル樹脂と低分子量の多官能性樹脂との混合割合は、質量比で０．
２５≦（低分子量の多官能性樹脂）／（高分子量のポリエステル樹脂）≦４であると優れ
た密着性および加工性を得ることができる。（低分子量の多官能性樹脂）／（高分子量の
ポリエステル樹脂）の質量比が０．２５未満であると、低分子量の多官能性樹脂の機能発
現が不十分となるために密着性が低下するおそれがあり、（低分子量の多官能性樹脂）／
（高分子量のポリエステル樹脂）が４より大きいと高分子量のポリエステル樹脂の機能発
現が不十分となるために加工性が低下するおそれがある。高分子量のポリエステル樹脂と
低分子量の多官能性樹脂との混合割合は０．５～２．０、より好ましくは０．８～１．２
である。
【００５９】
（膜厚）
　本実施形態に係る着色塗膜層の膜厚は、優れた意匠性を得るためには、１０μｍ以上で
あることが好ましく、より高い意匠性を求める場合には１３μｍ以上であることがさらに
好ましい。一方、着色塗膜層の膜厚が８０μｍを超えると、塗膜の加工性が低下するおそ
れがあるため、着色塗膜層の膜厚は８０μｍ以下であることが好ましく、より高い加工性
を求める場合には６０μｍ以下であることがさらに好ましい。
【００６０】
［意匠性塗膜層］
　続いて、本実施形態に係る意匠性塗膜層について説明する。
【００６１】
（概要）
　本実施形態に係る意匠性塗膜層は、前述した着色塗膜層の表層側、すなわち、基材であ
る金属材からより遠い側に積層され、かつ、光輝顔料を含む被覆層である。被覆層が、着
色塗膜層および意匠性塗膜層からなる２層構造の場合、これにさらにプライマー塗膜層を
含む３層構造の場合、さらには、着色塗膜層が複数層存在する４層以上の構造等の場合に
は、意匠性塗膜層は、複数の被覆層のうち最表層に位置することとなる。ただし、意匠性
塗膜層は、着色塗膜層の表層側に直接積層されていれば、必ずしも最表層に位置する必要
はなく、後述するように、意匠性塗膜層のさらに表層側に、クリヤー塗膜層等の別途の被
覆層が積層されていてもよい。
【００６２】
（光輝顔料）
　本実施形態に係る意匠性塗膜層に含まれる光輝顔料とは、パール顔料、ガラスフレーク
顔料、メタリック顔料等の光輝感をもつ顔料のことであり、一般に公知のものを用いるこ
とができる。具体的には、パール顔料としては、マイカ、合成マイカなどの一般に公知の
パール顔料を用いることができ、市販のものを使用しても良い。市販のマイカの例として
は、日本光研工業社販売の「パールグレイズ」等が挙げられる。市販の合成マイカの例と
しては、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、二酸化ケイ素、フッ素化合物からなる日
本光研工業社販売の「アルティミカ」等が挙げられる。ガラスフレーク顔料とは、フレー
ク状にしたガラス粉のことであり、表面に金属や金属酸化物でコーティングしたものを用
いても良い。ガラスフレーク顔料としては、市販のものを使用しても良く、例えば、日本
板硝子社製の「メタシャイン」等を用いることができる。また、メタリック顔料としては
、例えば、アルミニウム、銀等の金属の微粒子やフレーク状の微粒子などを用いることが
できる。光輝顔料の添加量は、塗膜の光輝感を向上させるという観点から、意匠性塗膜層
のバインダ樹脂に対し３質量％以上であることが好ましく、また、塗膜が脆くなることを
防止し、加工性を向上させるという観点から、３０質量％以下であることが好ましい。
【００６３】
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（バインダ樹脂）
　本実施形態に係る意匠性塗膜層に使用するバインダ樹脂としては、特に限定されず、一
般に使用されているバインダ樹脂、例えば、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ
樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂等を用いることができる。ただし、着
色塗膜層との密着性や塗料原料の共通化等の観点から、着色塗膜層と同一の樹脂を意匠性
塗膜層の樹脂の一部または全部として使用することが好ましい。具体的には、意匠性塗膜
層に使用するバインダ樹脂の一部または全部として、例えば、着色塗膜層と同一の樹脂、
すなわち、ガラス転移温度が０℃～４０℃、数平均分子量が１００００～３００００、水
酸基価が１０ＫＯＨｍｇ／ｇ未満の高分子量のポリエステル樹脂を用いると、加工性や着
色塗膜層との密着性が向上するため好ましい。また、バインダ樹脂には、硬化剤としてメ
ラミン樹脂やイソシアネートなどの一般に公知の硬化剤を添加するとより好ましい。硬化
剤の添加量は、バインダ樹脂の総量１００質量部に対して５質量部～３０質量部であると
、加工性および密着性を担保できるため好適である。硬化剤としては、市販のものを用い
ても良く、例えば、三井サイテック社製のメラミン樹脂「サイメル（登録商標）３０３」
等を使用できる。
【００６４】
（膜厚）
　意匠性塗膜層には光輝顔料が添加されているため、意匠性塗膜層の膜厚が厚いほど、高
い光輝感が得られる。ただし、意匠性塗膜層の膜厚が３０μｍを超えると、塗装時に沸き
が発生しやすくなるために塗装性が劣化し、また、塗料コストの面でも好ましくない。一
方、意匠性塗膜層の膜厚が３μｍ未満では、意匠性塗膜層による光輝感の向上効果が小さ
くなるため、意匠性塗膜層の膜厚を３μｍ以上３０μｍ以下とすることが好ましい。安定
した光輝感および塗装性を確保するという観点から、より好ましい意匠性塗膜層の膜厚は
、５μｍ以上２０μｍ以下である。
【００６５】
［クリヤー塗膜層］
（概要）
　本実施形態に係るプレコート金属板が有する被覆層は、前述した意匠性塗膜層の表層側
に積層されたクリヤー塗膜層をさらに含んでいてもよい。本実施形態に係るクリヤー塗膜
層は、顔料を含まない透明な塗膜層である。意匠性塗膜層上にさらにクリヤー塗膜層を塗
装することにより、プレコート金属板の光沢が増し、光輝感が高くなり、意匠性をより向
上させることができる。
【００６６】
（バインダ樹脂）
　本実施形態に係るクリヤー塗膜層に使用するバインダ樹脂としては、特に限定されず、
一般に使用されているバインダ樹脂、例えば、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキ
シ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂等を用いることができる。ただし、
意匠性塗膜層との密着性や塗料原料の共通化等の観点から、意匠性塗膜層と同一の樹脂を
クリヤー塗膜層の樹脂の一部または全部として使用することが好ましい。具体的には、ク
リヤー塗膜層に使用するバインダ樹脂として、例えば、意匠性塗膜層と同一の樹脂、すな
わち、ガラス転移温度が０℃～４０℃、数平均分子量が１００００～３００００、水酸基
価が１０ＫＯＨｍｇ／ｇ未満の高分子量のポリエステル樹脂を用いると、加工性や意匠性
塗膜層との密着性が向上するため好ましい。また、これらのバインダ樹脂には、硬化剤と
してメラミン樹脂やイソシアネートなどの一般に公知の硬化剤を添加するとより好ましい
。硬化剤の添加量は、バインダ樹脂の総量１００質量部に対して５質量部～３０質量部で
あると、加工性および密着性を担保できるため好適である。硬化剤としては、市販のもの
を用いても良く、例えば、三井サイテック社製のメラミン樹脂「サイメル（登録商標）３
０３」等を使用できる。
【００６７】
（膜厚）
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　本実施形態に係るクリヤー塗膜層の膜厚は、優れた意匠性を得るためには、３μｍ以上
であることが好ましく、より高い意匠性を求める場合には１０μｍ以上であることがさら
に好ましい。一方、着色塗膜層の膜厚が２０μｍを超えると、塗膜に沸きが発生するおそ
れがあるため、着色塗膜層の膜厚は２０μｍ以下であることが好ましく、１５μｍ以下で
は沸きが更に抑制されるため好ましい。
【００６８】
［プライマー塗膜層］
（概要）
　本実施形態に係るプレコート金属板が有する被覆層は、以上説明した着色塗膜層、意匠
性塗膜層およびクリヤー塗膜層の他に、プライマー塗膜層を含んでいてもよい。このプラ
イマー塗膜層は、金属板と着色塗膜層との間に形成される塗膜層であり、被覆層が、意匠
性塗膜層、着色塗膜層およびプライマー塗膜層の３層、あるいは、これらの塗膜層にクリ
ヤー塗膜層を含む４層からなる場合には、基材となる金属板に最も近い側の塗膜層となる
。ただし、この場合、金属板から最も近い側の層であっても、金属板と塗膜との密着性向
上や耐食性向上を目的として設ける膜厚１μｍ未満の被覆層は、本実施形態に係るプライ
マー塗膜層には該当せず、膜厚１μｍ未満の被覆層よりも表層側の被覆層をプライマー塗
膜層とする。このように、着色塗膜層の内層側にさらにプライマー塗膜層を塗装すること
により、塗膜密着性をより向上させることができる。
【００６９】
（バインダ樹脂）
　プライマー塗膜層のバインダとして用いる樹脂は、特に限定されず、一般に使用されて
いるバインダ樹脂、例えば、ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル
樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂等を用いることができる。ただし、着色塗膜層との密
着性や塗料原料の共通化等の観点から、着色塗膜層と同一の樹脂をプライマー塗膜層の樹
脂の一部または全部として使用することが好ましい。具体的には、プライマー塗膜層に使
用するバインダ樹脂の一部または全部として、例えば、着色塗膜層と同一の樹脂、すなわ
ち、ガラス転移温度が０℃～４０℃、数平均分子量が１００００～３００００、水酸基価
が１０ＫＯＨｍｇ／ｇ未満の高分子量のポリエステル樹脂を用いると、加工性や着色塗膜
層との密着性が向上するため好ましい。
【００７０】
　また、プライマー塗膜層のバインダ樹脂には、必要に応じて、一般に公知のエポキシ樹
脂、シランカップリング剤などの密着性を付与するための添加剤を添加しても良い。プラ
イマー塗膜層に添加するエポキシ樹脂としては、例えば、一般に公知のエピクロロヒドリ
ンとビスフェノールＡとの縮合体などの塗料用エポキシ樹脂等が挙げられる。また、プラ
イマー塗膜層に添加するシランカップリング剤としては、例えば、テトラメトキシシラン
、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、テトラブトキシシラン、メチルトリ
メトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエ
トキシシラン、ジメトキシジエトキシシラン、ジメトキシジプロポキシシラン等が挙げら
れる。これらのエポキシ樹脂やシランカップリング剤の添加量については、特に規定する
ものではなく、必要に応じて適宜決定することができる。例えば、バインダ樹脂にポリエ
ステル樹脂を用いた場合は、エポキシ樹脂やシランカップリング剤の添加量としては、プ
ライマー塗膜の樹脂固形分に対する固形分濃度で１質量％～３０質量％が好適である。エ
ポキシ樹脂やシランカップリング剤の添加量が１質量％以上であれば、エポキシ樹脂やシ
ランカップリング剤を添加した効果が十分に発揮され、かつ、密着性を確保することがで
き、添加量が３０質量％以下であれば、塗膜の加工性を確保することができる。
【００７１】
（顔料）
　本実施形態に係るプライマー塗膜層には、顔料を添加してもよく、耐食性を高めるとい
う観点からは、防錆顔料を添加することが好ましい。プライマー塗膜層に添加する防錆顔
料としては、一般に公知の防錆顔料、例えば、クロム酸ストロンチウム、クロム酸カリウ
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ム等のクロム系防錆顔料、トリポリリン酸二水素アルミニウム、リン酸亜鉛、亜リン酸亜
鉛等のリン酸系防錆顔料、シリカ、Ｃａイオン吸着シリカ等のシリカ系防錆顔料などを使
用することができる。ただし、クロム系防錆顔料は、環境負荷物質である６価クロムを含
むため、リン酸系防錆顔料やシリカ系防錆顔料などのクロム系以外の防錆顔料が好適であ
る。これらの防錆顔料としては、市販のものを用いてもよく、例えば、テイカ社製のトリ
ポリリン酸二水素アルミニウムである「Ｋ－ＷＨＩＴＥ（登録商標）＃１０５」や、グレ
ース社製のＣａイオン吸着シリカである「シールデックスＣ３０３」等を使用することが
できる。
【００７２】
　また、白色のプレコート金属板を得るためには、プライマー塗膜層に、酸化チタン、酸
化亜鉛などの一般に公知の白色顔料を添加すると、プレコート金属板の白色度が増し、よ
り意匠性が向上するため好ましい。
【００７３】
（膜厚）
　プライマー塗膜層の膜厚については、膜厚が厚いほど、高い加工性や密着性が得られる
ことから、これらの性能面を考慮すると、プライマー塗膜層の膜厚の上限値を設定する必
要はない。しかし、プライマー塗膜層の膜厚が３０μｍを超えると、着色塗膜層と異なり
、塗料中の顔料濃度が低いため、塗装時に沸きが発生しやすく、塗装性が劣化すること、
また、塗料コストの観点からも好ましくない。よって、プライマー塗膜層の膜厚は３０μ
ｍ以下であることが好ましい。一方、プライマー塗膜層の膜厚が１μｍ未満では、プライ
マー塗膜層による加工性および密着性の向上効果が小さくなるため、プライマー塗膜層の
膜厚は１μｍ以上であることが好ましい。安定した加工性、密着性および塗装性を確保す
るという観点から、より好ましいプライマー塗膜層の膜厚は、３μｍ以上２０μｍ以下で
ある。
【００７４】
［基材（金属板）］
　本実施形態に係るプレコート金属板の基材に使用する金属板としては、一般に公知の鋼
板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、銅板、アルミ合金板、チタン板等を用いることが
できる。これら金属板の表面には、めっきが施されていてもよい。めっきの種類としては
、亜鉛めっき、アルミめっき、銅めっき、ニッケルめっき等が挙げられ、これらの合金め
っきであってもよい。本実施形態では、金属板として鋼板を用いると、成形加工性に優れ
るため好ましい。このとき、鋼板として亜鉛系めっき鋼板を用いると、耐食性がより向上
するため、さらに好ましい。亜鉛系めっき鋼板としては、一般に公知のもの、例えば、溶
融亜鉛めっき鋼板、電気亜鉛めっき鋼板、鉄－亜鉛合金めっき鋼板、アルミニウム－亜鉛
系合金めっき鋼板、亜鉛－アルミニウム－マグネシウム系合金めっき鋼板等を用いること
ができる。
【００７５】
　また、本実施形態に係るプレコート金属板の基材として用いる金属板の表面に化成処理
が施されていると、金属板と塗膜層との密着性や耐食性等が向上するため、より好適であ
る。このような化成処理としては、一般的に施されているものを使用できる。具体的には
、例えば、リン酸亜鉛系化成処理、クロメートフリー系化成処理、塗布型クロメート処理
、電解クロム酸処理、反応クロメート処理等を使用することができる。このうち、塗布型
クロメート処理、電解クロム酸処理、反応クロメート処理は、環境負荷物質である６価ク
ロムを使用するため、あまり好ましくない。また、リン酸亜鉛系化成処理も、他の処理と
比較して加工密着性が劣るおそれがある。従って、本実施形態に係る金属材に施す化成処
理としては、クロメートフリー系処理が好適である。
【００７６】
　クロメートフリー系化成処理としては、無機系の化成処理剤を用いたもの、および、有
機系の化成処理剤を用いたものがあるが、いずれでもよい。具体的には、クロメートフリ
ー系化成処理として、例えば、シランカップリング剤、ジルコニウム化合物、チタニウム
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化合物、タンニンまたはタンニン酸、樹脂、シリカ等を含む水溶液等を用いた処理が知ら
れている。例えば、特開昭５３－９２３８号公報、特開平９－２４１５７６号公報、特開
２００１－８９８６８号公報、特開２００１－３１６８４５号公報、特開２００２－６０
９５９号公報、特開２００２－３８２８０号公報、特開２００２－２６６０８１号公報、
特開２００３－２５３４６４号公報等に記載されている公知のクロメートフリー系化成処
理技術を使用しても良い。また、これらの化成処理には、例えば、日本パーカライジング
社製のクロメート処理剤「ＺＭ－１３００ＡＮ」、日本パーカライジング社製のクロメー
トフリー化成処理剤「ＣＴ－Ｅ３００Ｎ」、日本ペイント社製の３価クロム系化成処理剤
「サーフコート（登録商標）ＮＲＣ１０００」等の市販の化成処理剤を使用することがで
きる。
【００７７】
　本実施形態においては、金属板に施す化成処理として、加工密着性や耐食性に優れるこ
とが事前に確認されたものを使用することができる。本発明者らの知見では、水溶性樹脂
に、シリカ、シランカップリング剤、タンニン酸、酸化ジルコニウムのうち、いずれか１
種以上を添加したものが加工密着性と耐食性に優れるため、好適である。
【００７８】
＜プレコート金属板の製造方法＞
　続いて、上述したような構成を有するプレコート金属板の製造方法について詳細に説明
する。
【００７９】
　本実施形態に係るプレコート金属板の製造方法は、着色顔料を含む着色塗膜層と、着色
塗膜層の表層側に積層されて光輝顔料を含む意匠性塗膜層と、を含む少なくとも２層の被
覆層を、着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面の中心線平均粗さＲａが０．８μｍ以上と
なるように形成する方法である。以下、本実施形態に係るプレコート金属板の製造方法の
詳細について説明する。
【００８０】
　本実施形態に係るプレコート金属板は、一般的な連続塗装ライン（「ＣＣＬ」と呼ばれ
る。）や切板用の塗装ラインを使用して、適宜必要な処理を選択し、選択した処理を実施
することで製造できる。塗装ラインの代表的な製造工程としては、「洗浄」→「乾燥」→
「化成処理」→「乾燥」→「塗装」→「乾燥・焼付け」→「冷却」→「乾燥」であるが、
本実施形態におけるプレコート金属板の製造工程はこれに限定されるものではない。
【００８１】
　本実施形態に係るプレコート金属板は、通常行われるように各被覆層ごとに塗装と乾燥
・焼付けを繰り返して行うことで製造しても良い。あるいは、着色塗膜層形成用の塗料と
、意匠性塗膜層の形成用の塗料とを、ウェットオンウェットまたは多層同時塗布方式によ
り、金属材表面の一部または全部に塗布した後に、同時に乾燥・焼付け硬化して製造して
も良い。ウェットオンウェットまたは多層同時塗布方式は、プレコート金属板を製造する
既存の連続塗装ライン（ＣＣＬ）にて、塗料を乾燥・焼付け硬化するオーブンを増設する
ことなく製造でき、しかも、乾燥工程の数等が減るために生産性が向上することから好ま
しい。
【００８２】
　クリヤー塗膜層を形成する場合には、着色塗膜層と意匠性塗膜層を乾燥・焼付け硬化し
た後に、クリヤー塗膜層用の塗料（以下、「クリヤー塗料」と称する。）を塗装して乾燥
・焼付け硬化しても良い。あるいは、着色塗料、意匠性塗料とともにクリヤー塗料をもウ
ェットオンウェットまたは多層同時塗布方式により塗装した後に、積層された３層を同時
に乾燥・焼付け硬化しても良い。ウェットオンウェットまたは多層同時塗布方式によると
、製造工程がさらに省略されるため、より好適である。
【００８３】
　なお、本実施形態の金属材が亜鉛系めっき鋼板であった場合には、連続電気めっき鋼板
設備、または連続溶融亜鉛めっき鋼板設備における、めっき工程の後にウェットオンウェ
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ット塗装設備または同時多層塗布設備を有するラインにて製造することによって、めっき
金属表面の酸化皮膜が形成される前に塗布することができ、酸化皮膜によるハジキ外観不
良を防止することができる。
【００８４】
　ここで、多層同時塗布とは、スロットダイコータまたはスライドホッパー式のカーテン
コータ等の平行な２個以上のスリット等から異なる塗料を積層するように吐出させること
が可能な装置により複数の塗液を同時に積層した状態で基材に塗布し、この積層された塗
液を同時に乾燥・焼付けさせる方法である。
【００８５】
　また、ウェットオンウェット塗装とは、一度基材上に塗液を塗装した後に、この塗液が
乾燥する前のウェット状態で、その上に他の塗液をさらに塗布し、積層された多層の塗液
を同時に乾燥・焼付けする方法である。具体的には、ウェットオンウェット塗装の方法と
して、例えば、ロールコーティング、ディップコーティング、カーテンフローコーティン
グ、ローラーカーテンコーティング等の塗装方法で、塗膜層を１層塗装した後、この塗膜
層を乾燥焼付けする前に、さらにその上に、カーテンフローコーティング、ローラーカー
テンコーティング、スライドホッパー式カーテンコーティング、スロットダイコーティン
グ等の基材と非接触で塗装できる方法にて２層目の塗装を施した後に、積層されたウェッ
ト状態の複層塗膜を同時に乾燥焼付けする方法などが挙げられる。
【００８６】
　本実施形態において、多層同時塗布、または、ウェットオンウェット塗装した塗膜を同
時に乾燥・焼付け硬化する方法としては、一般に公知の塗料用焼付け炉、例えば、熱風乾
燥炉、直下型加熱炉、誘導加熱炉、赤外線加熱炉、または、これらを併用した加熱炉等を
用いることができる。
【００８７】
　このように、未乾燥状態の塗液を積層して同時塗布することにより、従来は、各層ごと
に行っていた乾燥工程をまとめて行うことから、生産性や製造コストの点でも有利であり
、また、乾燥設備が少なくて済むという利点もある。
【００８８】
（まとめ）
　以上説明したように、本実施形態によれば、従来よりも光輝感、立体感、深み感等が増
した意匠性に優れたプレコート金属板およびその製造方法を提供することが可能となる。
従って、家電用、建材用、土木用、機械用、自動車用、家具用、容器用等の分野において
、生産性の低いポストコート材ではなく、生産性の高いプレコート金属板を用いて意匠性
に優れた製品を製造および組み立てられるようになり、作業効率が向上するなどの効果が
得られるようになる。このように、本実施形態に係るプレコート金属板とその製造方法は
、産業上の極めて価値が高いものといえる。
【実施例】
【００８９】
　次に、実施例を用いて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明が下記実施例に限定
されるわけではない。
【００９０】
　まず、本実施例で使用したプレコート金属板について説明する。
【００９１】
１．金属板
　プレコート金属板の基材となる金属板として、板厚０．５ｍｍの溶融亜鉛めっき鋼板を
用いた。この溶融亜鉛めっき鋼板としては、亜鉛付着量が片面４５ｇ／ｍ２のものを用い
た。
【００９２】
２．化成処理液
　シランカップリング剤を５ｇ／ｌ、水分散シリカ（微粒）を１．０ｇ／ｌ、および水系
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アクリル樹脂を２５ｇ／ｌを含む水溶液を調製し、本実施例で使用する化成処理液とした
。なお、シランカップリング剤としては、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
、水分散シリカとしては、日産化学社製「スノーテック－Ｎ」、水系アクリル樹脂として
は、ポリアクリル酸を使用した。
【００９３】
３．プライマー塗料
　東洋紡社製のポリエステル樹脂である「バイロン（登録商標）２９０」（ガラス点移点
７２℃、数平均分子量２２，０００、水酸基価５ＫＯＨｍｇ／ｇ）をシクロメキサノン／
ソルベッソ１５０＝１／１の質量比で混合した混合溶剤（以下、「混合溶剤」と称する。
）に溶解した。この溶液に三井サイテック社製のメラミン樹脂「サイメル（登録商標）　
３０３」を、樹脂固形分の質量比で、ポリエステル樹脂固形分１００質量部に対して１０
質量部となるように添加した。さらに、このポリエステル樹脂とメラミン樹脂の混合溶液
に、三井サイテック社製の酸性触媒「キャタリスト（商標）６００」を０．５質量％添加
してプライマー塗膜層用クリヤー塗料を作製した。
【００９４】
　次に、このプライマー塗膜層用クリヤー塗料中に、ポリエステル樹脂とメラミン樹脂と
の合計の樹脂固形分１００質量部に対して、石原産業社製の酸化チタンである「タイペー
ク（登録商標）ＣＲ－９５」を１００質量部添加することで、プライマー塗料（以下、「
白色プライマー」と称する。）を作製した。また、クリヤー塗料中にポリエステル樹脂と
メラミン樹脂との合計の樹脂固形分１００質量部に対して、テイカ社製のトリポリリン酸
二水素アルミニウム「Ｋ－ＷＨＩＴＥ（登録商標）＃１０５」を３０質量部、グレース社
製のＣａイオン吸着シリカである「シールデックスＣ３０３」を３０質量部、石原産業社
製の酸化チタンである「タイペーク（登録商標）ＣＲ－９５」を４０質量部添加すること
で防錆顔料入りプライマー塗料（以下、「防錆プライマー」と称する。）も作製した。
【００９５】
４．着色塗料
　東洋紡社製のポリエステル樹脂である「バイロン（登録商標）３００」（ガラス転移点
７℃、数平均分子量２３，０００、水酸基価５ＫＯＨｍｇ／ｇ）（本樹脂を以降は「高分
子樹脂」と称する。）を混合溶剤に溶解した。この溶液に三井サイテック社製のメラミン
樹脂「サイメル（登録商標）３０３」を、樹脂固形分の質量比で、ポリエステル樹脂固形
分１００質量部に対して１０質量部となるように添加した。さらに、このポリエステル樹
脂とメラミン樹脂の混合溶液に、三井サイテック社製の酸性触媒「キャタリスト（商標）
６００」を０．５質量％添加して高分子クリヤー塗料を作製した。
【００９６】
　また、東洋紡績社製のポリエステル樹脂である「バイロン（登録商標）３００」（ガラ
ス転移点７℃、数平均分子量２３，０００、水酸基価５ＫＯＨｍｇ／ｇ）と「バイロン（
登録商標）ＧＫ６８０」（ガラス転移点６℃、数平均分子量６，０００、水酸基価２１Ｋ
ＯＨｍｇ／ｇ）とを１：１（質量比）で混合したもの（本混合樹脂を以降は「高分子低分
子併用樹脂」と称する。）を混合溶剤に溶解した。この溶液に三井サイテック社製のメラ
ミン樹脂「サイメル（登録商標）３０３」を、樹脂固形分の質量比で、ポリエステル樹脂
固形分１００質量部に対して１０質量部となるように添加した。さらに、このポリエステ
ル樹脂とメラミン樹脂の混合溶液に、三井サイテック社製の酸性触媒「キャタリスト（商
標）６００」を０．５質量％添加して高分子低分子併用クリヤー塗料を作製した。
【００９７】
　次に、これらクリヤー塗料中に、粒径２８０ｎｍの酸化チタン微粒子、粒径７００ｎｍ
、１０００ｎｍ、４０００ｎｍのアルミナ微粒子、粒径４０ｎｍのシリカ粒子をそれぞれ
必要量添加することで着色塗料を作製した。
【００９８】
　粒径２８０ｎｍの酸化チタン微粒子としては、石原産業社製の「タイペーク（登録商標
）ＣＲ－９５」を用い、粒径７００ｎｍ、１０００ｎｍ、４０００ｎｍのアルミナ微粒子
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としては、それぞれ、日本軽金属株式会社製の「Ａ３３Ｆ」、「Ａ３２」、「Ａ３４」を
用い、粒径１２ｎｍのシリカ粒子としては、日本アエロジル社製の「アエロジル２００」
を用いた。
【００９９】
　微粒子は、表１に体積比率で示した樹脂固形分に対するそれらの添加量を、各樹脂及び
各微粒子の比重から質量比率に換算して添加した。酸化チタンの微粒子は、これ自身が着
色顔料であるため、酸化チタン微粒子を着色塗膜層に含有する微粒子として添加した塗料
には、他に着色顔料を添加しなかった。一方、微粒子としてアルミナやシリカを添加した
塗料には、着色顔料として、東海カーボン社製のカーボンブラック「トーカブラック＃７
３００」を全樹脂固形分と微粒子の合計１００質量部に対して３質量部添加した。
【０１００】
　また、各塗料の金属板への塗装時に、必要に応じて各塗料を混合溶剤で希釈して粘度を
調整し、さらに、着色塗料については、必要に応じてＢＹＫ社製の界面活性剤ＢＹＫ－３
３３を添加して表面張力を調整した。塗料の粘度は、ＪＩＳ　Ｚ　８８０３．９「円すい
－板形回転粘度計による粘度測定方法」に準拠して測定した。具体的には、レオメトリク
ス社製の回転型粘弾性測定装置「ＲＳＦ－ＩＩ」を用いて測定した。塗料の表面張力は、
ＪＩＳ　Ｋ　３３６２．８．４．２「輪環法」に準拠し、ＢＹＫ社製の白金リング法表面
張力測定装置「ダイノメータ」を用いて測定した。これらの測定を基に、目標とする粘度
や表面張力となるように調整しながら、希釈用の混合溶剤（希釈シンナー）や界面活性剤
を必要量添加した。希釈シンナーとしては、シクロヘキサノンとソルベッソ１５０を質量
比で１：１の割合で混合したものを用いた。
【０１０１】
　以上のようにして作製した着色塗料の詳細を表１に示す。
【０１０２】
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【表１】

【０１０３】
５．意匠性塗料
　東洋紡社製のポリエステル樹脂である「バイロン（登録商標）３００」（ガラス転移点
７℃、数平均分子量２３，０００、水酸基価５ＫＯＨｍｇ／ｇ）を混合溶剤に溶解した。
この溶液に三井サイテック社製のメラミン樹脂「サイメル（登録商標）３０３」を、樹脂
固形分の質量比で、ポリエステル樹脂固形分１００質量部に対して１０質量部となるよう
に添加した。さらに、このポリエステル樹脂とメラミン樹脂の混合溶液に、三井サイテッ
ク社製の酸性触媒「キャタリスト（商標）６００」を０．５質量％添加して高分子クリヤ
ー塗料を作製した。
【０１０４】
　この高分子クリヤー塗料に、光輝顔料であるマイカ、アルミフレーク、ガラスフレーク
（銀コート品）をそれぞれ樹脂固形分１００質量部に対して５質量部添加した。マイカと
しては、日本光研工業社販売の「パールグレイズ」を用い、アルミフレークとしては、東
洋アルミニム社製のノンフィーリングアルミペースト＃７１００を用い、ガラスフレーク
としては、日本板硝子社製の「メタシャイン」を用いた。以降の記載では、マイカを添加
した意匠性塗料を「マイカ塗料」、アルミフレークを添加した意匠性塗料を「アルミフレ
ーク塗料」、ガラスフレークを添加した意匠性塗料を「ガラスフレーク塗料」と称するこ
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ととする。
【０１０５】
　意匠性塗料については、レオメトリクス社製の回転型粘弾性測定装置「ＲＳＦ－ＩＩ」
を用いて塗料粘度を測定しながら、必要に応じて希釈シンナーで希釈し、粘度が４５０ｍ
Ｐａとなるように調整した。希釈シンナーとしては、シクロヘキサノンとソルベッソ１５
０を質量比で１：１の割合で混合したものを用いた。
【０１０６】
６．裏面塗料
　金属板の裏面、すなわち、着色塗料や意匠性塗料等を塗装する面の裏側の面に塗装する
裏面塗料として、日本ファインコーティングス社製の裏面塗料のオルガ１００のベージュ
色を準備した。
【０１０７】
７．プレコート鋼板の作製
　上記１で準備した金属板をＦＣ－４３３６（日本パ－カライジング製）を２質量％濃度
含む６０℃の温度の水溶液中に１０秒間浸漬することで脱脂を行い、水洗後、乾燥した。
次いで、上記２で調製した化成処理液を脱脂後の金属板の両面にロールコーターにて塗布
し、熱風乾燥炉で乾燥して化成処理皮膜層を得た。化成処理液は、乾燥後の塗膜全体の付
着量が１００ｍｇ／ｍ２となるように塗装した。化成処理乾燥時の到達板温は６０℃とし
た。次に、化成処理を施した金属板表面に、上記３で作製したプライマー塗料をロールコ
ーターにて乾燥膜厚５μｍとなるように塗装し、さらに、他方の面には、上記６で準備し
た裏面塗料をロールコーターにて乾燥膜厚５μｍとなるように塗装し、熱風を吹き込んだ
誘導加熱炉にて金属板の到達板温が２１０℃となる条件で乾燥焼付けすることで、プライ
マー塗膜層を形成した。乾燥焼付け後に、塗装された金属板へ水をスプレーにて拭きかけ
、水冷した。
【０１０８】
　次に、プライマー塗膜層上に、上記４で作製した着色塗料と、上記５で作製した意匠性
塗料とをスライドポッパー型カーテンコータにて２層同時に塗装し、積層された塗料を熱
風を吹き込んだ誘導加熱炉にて金属板の到達板温が２３０℃となる条件で同時に乾燥焼付
し、プライマー塗膜層上に着色塗膜層および意匠性塗膜層を形成した。乾燥焼付け後に、
塗装された金属板へ水をスプレーにて拭きかけ水冷することで、供試材であるプレコート
金属板を得た（以下、本方法を「３コート２ベーク」または「３Ｃ２Ｂ」と称する）。
【０１０９】
　また、必要に応じて、意匠性塗膜層上にクリヤー塗膜層（最表層の塗膜層）を形成する
ものについては、プライマー塗膜層上に、着色塗料と意匠性塗料とクリヤー塗料をスライ
ドポッパー型カーテンコータにて３層同時に塗層し、積層された塗料を熱風を吹き込んだ
誘導加熱炉にて金属板の到達板温が２３０℃となる条件で同時に乾燥焼付し、プライマー
塗膜層上に着色塗膜層、意匠性塗膜層およびクリヤー塗膜層を形成した。乾燥焼付け後に
、塗装された金属板へ水をスプレーにて拭きかけ水冷することで、供試材であるプレコー
ト金属板を得た（以下、本方法を「４コート２ベーク」または「４Ｃ２Ｂ」と称する）。
【０１１０】
　また、必要に応じて、プライマー塗膜層が無い共試材も作製した。すなわち、化成処理
後の金属板の表面に、直接、着色塗膜層および意匠性塗膜層のみのプレコート金属板を、
上記４で作製した着色塗料と、上記５で作製した意匠性塗料とをスライドポッパー型カー
テンコータにて２層同時に塗装し、積層された塗料を熱風を吹き込んだ誘導加熱炉にて金
属板の到達板温が２３０℃となる条件で同時に乾燥焼付し、水冷することで、共試材であ
るプレコート金属板を得た（以下、本方法を「２コート１ベーク」または「２Ｃ１Ｂ」と
称する）。
【０１１１】
　また、比較例として、プライマー塗膜層上に着色塗料をロールコーターにて塗装し、熱
風を吹き込んだ誘導加熱炉にて金属板の到達板温が２３０℃となる条件で同時に乾燥焼付
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し、水冷して着色塗膜層を形成した後に、乾燥硬化後の着色塗膜層上に意匠性塗料をロー
ルコーターにて塗装し、熱風を吹き込んだ誘導加熱炉にて鋼板の到達板温が２３０℃とな
る条件で同時に乾燥焼付し、プライマー塗膜層上に着色塗膜層および意匠性塗膜層を形成
した。乾燥焼付け後に、塗装された金属板へ水をスプレーにて拭きかけ水冷することで、
供試材であるプレコート鋼板を得た（以下、本方法を「３コート３ベーク」または「３Ｃ
３Ｂ」と称する）。
【０１１２】
　本実施例におけるプレコート金属板の共試材を製造するラインは、加熱炉（オーブン）
を２つのみ有する、所謂２ベークラインであったため、３Ｃ３Ｂのサンプルを作製する際
は、製造ラインを２回通板させて供試材を作製した。
【０１１３】
　以上のようにして作製したプレコート金属板の詳細を表２に示す。なお、表２における
着色塗料の低シェア粘度は、回転数５ｒｐｍで測定したものであり、塗装時のΔγとは、
着色塗料と意匠性塗料との表面張力差を意味している。
【０１１４】
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【表２】

【０１１５】
　以上のようにして作製したプレコート金属板について、以下の評価試験を実施した。い
ずれの試験についても、着色塗膜及び意匠性塗膜を塗装した面を評価面として試験を実施
した。
【０１１６】
１．着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面の中心線平均粗さＲａの測定
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　着色塗膜層と意匠性塗膜層との境界面の中心線平均粗さＲａは、ＪＩＳ　Ｂ　６０６１
に準拠して、次のように測定した。
　プレコート金属板を塗膜断面が観察できるように垂直に切断し、切断したプレコート金
属板を樹脂に埋め込んだ後に断面部を研磨して、１０００倍の光学顕微鏡による塗膜の断
面写真を撮影した。次に、透明の樹脂シート（市販のＯＨＰシートを使用）を写真上にか
ぶせて、塗膜界面の凹凸を正確にトレースした。次に、図１に示すように、境界面曲線の
平均線の方向に基準長さｌだけ抜き取り、この抜き取り部分の平均線の方向にＸ軸を、縦
倍率方向にＹ軸を取り、界面曲線をｙ＝ｆ（ｘ）で表したときに、以下の式（Ｉ）によっ
て求められる値をＲａとして算出した。５回の測定の平均値を、プレコート金属板の着色
塗膜層と意匠性塗膜層との境界面の中心線平均粗さＲａとして採用した。
【０１１７】
　境界面のＲａが１．０μｍ以上のサンプルを○、０．８μｍ以上１．０μｍ未満のもの
を△、０．８μｍ未満のものを×と評価した。
【０１１８】

【０１１９】
２．着色塗膜層の空隙体積率の測定
　作製した各プレコート金属板について、垂直断面方向から光学顕微鏡により観察して、
実膜厚を測定し、これより単位面積当たりの付着体積量を算出した。
【０１２０】
　次に、各金属板の着色塗膜を塗装したときの塗装条件で、溶融亜鉛めっき鋼板上に着色
塗膜のみを単層で塗装したプレコート金属板をそれぞれ作製した。次いで、一定の面積に
切断して試料を切り出し、この質量を秤量した後に塗膜離剤で塗膜のみを剥離し、剥離後
の質量を秤量した。さらに、塗膜剥離前後の質量差を試料の面積で割ったものを単位面積
当たりの付着質量とし、これより各塗膜の乾燥塗膜比重（計算値）を用いて単位面積当た
りの付着体積量を算出し、これを単位面積当たりの塗膜成分体積量とした。そして、以下
の式（ＩＩ）を用いて着色塗膜層中の空隙体積率を算出した。
　［空隙体積率］＝（［単位面積当たりの付着体積量］－［単位面積当たりの塗膜成分体
積量］）×１００／［単位面積当たりの付着体積量］　　　　（ＩＩ）
各プレコート金属板の５箇所で得た値の平均を、プレコート金属板の着色塗膜層の空隙体
積率として採用した。
【０１２１】
　以上のようにして測定した空隙体積率が２５％以上３５％未満のサンプルを○、３％以
上２５％未満のものを△（－）、３５％以上４０％未満のものを△（＋）、３％未満のも
のを×（－）、４０％超のものを×（＋）と評価した。
【０１２２】
３．着色塗膜層断面の空隙面積率の測定
　作製した各プレコート金属板を垂直断面方向に切断し、その塗膜層の表面に垂直な断面
を平滑にして、１００００倍の走査型顕微鏡で写真を撮影した。そして、切断した断面に
おける空隙面積率を画像解析により測定した。各プレコート金属板の５箇所で得た値の平
均を、プレコート金属板の着色塗膜層断面の空隙面積率として採用した。
【０１２３】
　以上のようにして測定した空隙面積率が２０％以上３５％未満のサンプルを○、１％以
上２０％未満のものを△（－）、３５％以上４０％未満のものを△（＋）、１％未満のも
のを×（－）、４０％超のものを×（＋）と評価した。
【０１２４】
４．加工性試験
　ＪＩＳ　Ｋ　５６００．５．２に準拠したカッピング試験装置（一般に、エリクセン試
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験装置とも呼ばれる）を用いて、作製したプレコート金属板の評価面が凸側となるように
加工し、さらにＪＩＳ　Ｋ　５６００．５．６「付着性」の７．２．６に記載のテープを
用いた塗膜の除去方法（一般に、テープ剥離試験と呼ばれる）に準拠して加工した凸部の
塗膜上にテープを付着させた後にテープを引き離し、凸部の塗膜の剥離状況を１０倍ルー
ペにて観察した。
【０１２５】
　塗膜の剥離が全く観察されないサンプルを○、凸部が部分的に剥離しているものを△、
凸部で全面的に剥離しているものを×と評価した。
【０１２６】
５．耐食性試験
　作製した各プレコート金属板の評価面の塗膜に、カッターナイフにて金属板素地に達す
るスクラッチを入れたサンプルを作製し、これをＪＩＳ　Ｋ　５６００．７．１に記載の
耐中性塩水噴霧性について調査した。塩水の噴霧の暴露時間は２４０時間とした。
【０１２７】
　試験後のサンプルのスクラッチ部からの塗膜の腐食のクリープ幅を測定し、最大のクリ
ープ幅が３ｍｍ以内のサンプルを○、３ｍｍ超１０ｍｍ以下のものを△、１０ｍｍ超のも
のを×と評価した。
【０１２８】
６．光沢測定
　作製したプレコート金属板の評価面の鏡面光沢度をＪＩＳ　Ｋ　５６００．４．７に準
拠した試験装置にて測定した。入射光の軸が試料面の法線に対して６０°となるようにし
た。各プレコート金属板の５箇所で得た値の平均を、プレコート金属板の鏡面光沢度とし
て採用した。
【０１２９】
　このようにして測定した鏡面光沢度が８０％以上のサンプルを○、５０％以上８０％未
満のものを△、５０％未満のものを×と評価した。
【０１３０】
７．意匠感の調査
　塗膜の意匠感は、官能的な指標であるため、無作為に選んだ５名の人による官能評価を
行った。以下の項目について各評価者に点数付けを行ってもらい、（ａ）～（ｃ）を合計
した１人あたりの平均点数が２．５点以上のサンプルを○、１．５点以上２．５点未満の
ものを△、１．５点未満のものを×と評価した。なお、評価者に評価を依頼するときは、
見本の白色塗装サンプルと黒色塗装サンプルを準備して、これらの見本サンプルと比較し
ながら官能評価をしてもらった。
【０１３１】
（ａ）光輝感
　非常に光輝感が感じられた場合：３点
　少し光輝感があると感じた場合：２点
　全く光輝感が感じられないと感じた場合：１点
（ｂ）立体感
　非常に立体感が感じられた場合：３点
　少し立体感が感じられた場合：２点
　全く立体感が感じられない場合：１点
（ｃ）深み感
　非常に深み感が感じられた場合：３点
　少し深み感が感じられた場合：２点
　全く深み感が感じられない場合：１点
【０１３２】
　意匠感を評価する際の比較に用いた白色塗装サンプル板および黒色塗装サンプル板につ
いては、以下のようにして作製した。
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【０１３３】
（意匠感を評価する際の比較に用いた白色塗装サンプル板）
　本実施例の着色塗料に用いた高分子樹脂を用いて作製したクリヤー塗料と酸化チタンを
用いて、クリヤー塗料の樹脂固形分１００質量部に対して酸化チタンを１００質量部添加
した塗料を本実施例で用いた溶融亜鉛めっき鋼板に１層のみをワイヤーバーにて乾燥膜厚
２０μｍで塗装して、熱風乾燥炉にて到達板温２３０℃の条件で焼き付けることにより、
白色塗装サンプル板を作製した。
【０１３４】
（意匠感を評価する際の比較に用いた黒色塗装サンプル板）
　本実施例の着色塗料に用いた高分子樹脂を用いて作製したクリヤー塗料とカーボンブラ
ックを用いて、クリヤー塗料の樹脂固形分１００質量部に対してカーボンブラックを５質
量部添加した塗料を本実施例で用いた溶融亜鉛めっき鋼板に１層のみをワイヤーバーにて
乾燥膜厚２０μｍで塗装して、熱風乾燥炉にて到達板温２３０℃の条件で焼き付けること
により、黒色塗装サンプル板を作製した。
【０１３５】
　以上のようにして行った評価試験の結果を表３に示しながら、評価結果について詳細を
説明する。
【０１３６】
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【表３】

【０１３７】
　表３に示すように、本発明のプレコート金属板の要件を満たす着色塗膜層と意匠性塗膜
層との境界面のＲａが０．８μｍ以上の例（実施例１～２７）は、意匠感に優れるため好
適である。一方、境界面のＲａが０．８μｍ未満の例（比較例２８、３０、３１、３３、
３４、３５）は意匠感に劣るため不適である。また、境界面のＲａが１．０μｍ以上の例
（実施例２～４、８、１０～１３など）は、特に意匠感に優れるため、より好適である。
【０１３８】
　着色塗膜層の空隙体積率が３～４０％の例、または、断面の空隙面積率が１～４０％の
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もの（実施例１～２７）は、これを外れるもの（比較例２８、３０～３２、３５）より意
匠性に優れるため、より好適である。さらに、空隙体積率が２５％以上３５％未満のもの
、もしくは、空隙面積率が２５％以上３５％未満のものは、さらに意匠性が向上するため
、より好適である。
【０１３９】
　プレコート金属板の着色塗膜層中に含まれる樹脂と微粒子との配合量が、着色塗膜層中
の固形分体積比率で（微粒子体積）／（バインダー樹脂体積）＝３０／７０～９５／５で
あるもの（実施例１～２７）は、境界面Ｒａが０．８μｍ以上となり意匠性に優れるため
、より好適である。（微粒子体積）／（バインダー樹脂体積）が３０／７０未満のもの（
比較例２８）は、境界面のＲａが０．８μｍ未満となり意匠性も乏しいため、好ましくな
い。（微粒子体積）／（バインダー樹脂体積）が９５／５超のもの（比較例２９）は皮膜
がやや脆くなり、加工性に劣る傾向にあった。
【０１４０】
　着色塗膜層に含まれる微粒子の粒径は１００～２０００ｎｍであることが好ましい。１
００ｎｍ未満の例（比較例３０）や１０００ｎｍ超の例（比較例３１）は、着色塗膜層と
の意匠性塗膜層との境界面Ｒａが０．８μｍ未満となっている。
【０１４１】
　着色塗膜層上にさらにクリヤー塗装を施したもの（実施例１２）は光沢に特に優れるた
め、より好適である。プレコート金属板は、着色塗膜層の下にプライマー塗膜層を有して
いるほうが好ましく、プライマー塗膜層を有していない例（実施例２７）は加工性に劣る
傾向にあった。また、プライマー塗膜層に防錆顔料を含む例（実施例１７～２６）は、防
錆顔料を含まない例（実施例１～１６）よりも耐食性に優れていたため、耐食性を向上さ
せるためには、プライマー塗膜層に防錆顔料を添加した方が好適であることがわかる。一
方、白色顔料である酸化チタンを含むプライマー塗膜層と、微粒子を酸化チタンにした着
色塗膜層とを組み合わせた例（実施例１～４、７～１１）は、表３には記載していないが
、白色度が高く、優れた意匠性の観点から、特に好適であった。
【０１４２】
　プレコート金属を作製する際には、着色塗料と意匠性塗料とを未乾燥状態で積層塗布し
、未乾燥状態の積層膜を形成した後に、同時に乾燥硬化させる方式を採用することが好ま
しい。塗装と乾燥硬化を繰り返して製造したものは、比較例３６のように、着色塗膜層と
意匠性塗膜層との境界面のＲａが０．８μｍ未満となり、好ましくない。
【０１４３】
　以上、添付図面および実施例を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明した
が、本発明はかかる実施形態に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特
許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更または修正に想到し得ることは明
らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。



(29) JP 4818485 B2 2011.11.16

【図１】



(30) JP 4818485 B2 2011.11.16

10

フロントページの続き

(72)発明者  植田　浩平
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日本製鐵株式会社内
(72)発明者  細川　智明
            東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　新日本製鐵株式会社内

    審査官  加賀　直人

(56)参考文献  国際公開第２０１０／０６４７２５（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第２００６／０６２２１４（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第２００７／０１３２３２（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B32B1/00-43/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

